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日
本
国
際
政
治
学
会
編

『国
際
政
治
』
第
124
号
「
国
際
政
治
理
論
の
再
構
築
」
(二
〇
〇
〇
年
五
月
)

国
際
規
範
の
正
統
性
と
国
連
総
会
決
議

-

大
規
模
遠
洋
流
し
網
漁
業

の
禁
止
を
事
例
と
し
て
-

宮

岡

勲

は

じ

め

に

国
際
規
範

す
な
わ
ち
国
家
間

に
お
け

る
行
動
準

則

の
拘
束
力

の
根

拠

に

つ
い

て
は
、
様

々
な
説
明
が
古
典
的
理
論
に
拠

り
な
が
ら
な
さ
れ

て
き
た
。

例

え
ば
、
新
自
由
制
度
主
義
は
集
団

の
な
か
に
お
け
る
個
人
行
動

の
調
整
か
ら

生

じ
る
自

己
利
益

と
い
う

ヒ

ュ
ー

ム

的

な
考

え
方
、
現
実
主
義

は
力

の
行
使

ま
た
は
威
嚇

に
よ
る
強
制

と
い
う
ホ

ッ
ブ
ズ

的

な

考

え
方
、

そ
し

て
、
構

成
主

義

は
観
念

的
だ

が
主
観

の

外

に
存
在
し
個
人

の
行
動
を
拘
束
す

る
「
社
会
的
事
実
」
か
ら
生
じ
る
義
務
と

い
う

デ

ュ
ル
ケ

ム

的

な
考

え
方
な
ど
を
基
礎
と
し

て
い
る
。

新
自
由
制
度
主
義
は
、
国
家
間

で
合
意

さ
れ
た
明
示
的
な
規
範

の
集
合
体

で

あ

る
国
際

レ
ジ

ー

ム
や
自
然
発

生
的

な
規
範

の
集
合

体

で
あ

る
黙

約

と
い

っ
た
国
際
制

度

の
機
能

的
な
作

用
に
着
目

し
、
自
己
利

益
か

ら
国
家

が
規
範

に
従

う
こ
と
を
説
明
す
る
。

コ
ヘ
イ

ン

に
よ

れ
ば
、
国
際
制
度

は
、
望
ま
し

い
取
引

の

コ
ス
ト
を
下
げ
、
望
ま
し
く
な
い
取

引

の

コ
ス
ト
を
上
げ

る
機
能
、
不
確
実
性
を
小
さ
く
す

る
機
能
、
政
府
間
交
渉

で
相
互

に
有
益

な
合
意

に
到
る

の
を
促
進
す
る
機
能
、
様

々
な
イ
シ

ュ
ー
を
リ

ン
ク
す

る
機
能
な
ど
を
持

つ
。

た
だ
し
、
以
上
の
議
論

で
は
、
自
己
利
益

に
基

づ

く
行

動

と
規
範

が

一
致

し

て

い
る
の

で
規

範

の
不
服
従

は
問
題
と
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、

慣
習

の
場
合
と
同

様

に
、
厳
密

な
意
味

で
の
遵
守

の
問
題
を
論
じ

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

で
は
、
国
家
は
な
ぜ
自
国

の
利
益

に
不
利
な
国
際
規
範
を
遵
守
す
る
の
か
。

こ
の
問

い
に
対
し
て
、
現
実
主
義

は
強
制
が
働
く
た
め
と
み
る
。

一
般
的

に
現

実
主
義
は
規
範
そ
の
も
の
に
は
国
家

の
行
動

に
対
す
る
影
響
力
を
認
め
な

い
。

国
際

シ
ス
テ
ム
の
構
造

に
着
目
す
る
新
現
実
主
義

で
さ
え
、
そ

の
構
造
を
基
本

的
に
「
世

界
政
府

の
欠
如
」
及
び

「諸

国
家
間

に
お
け
る
軍
事
、
経
済
、
技
術

的
能
力

の
配
分
」

と
捉
え

る
の
み

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
規
範

の
遵
守

は
大
国
に
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よ
る
軍
事
的
ま
た
は
経
済
的

な
制
裁
あ
る

い
は
そ

の
脅
し
か
ら
説
明

さ
れ

る
。

つ
ま
り
、
新
自
由
制
度
主
義

の
よ
う

に
合
理
的
行
為
者

と
し
て
の
国
家
を
前
提

に
、
現
実
主
義

は
、
制
裁

に
よ
り
被
る
あ
る

い
は
被

る
で
あ
ろ
う
損
害
が
大
き

く
な
れ
ば
制
裁
対
象
国
が
費
用
対
効
果

の
功
利
計
算

に
基
づ
き
不
服
従
か
ら
遵

守

へ
と
行
動
を
変
更
す

る
と
想
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実

に
は
中
央
政

府
を
持

た
な
い
現
在

の
国
際

シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
軍
事
的

ま
た

は
経
済
的
な
制

裁

の
効
力

が
制
約

さ
れ

て
い
る

の
も
否
定

で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
、
制
裁

に
よ
ら
な

い
国
際

規
範

の
遵
守

は
ど

の
よ
う

に
説
明

で
き

る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問

い
に
対
し
、
国
家

が
国
益

に
反
す

る
国
際
規
範
を

物

質
的
な
制
裁

も
な
く
自
ら
遵

守
す

る
程
度

は
そ

の
規
範

の
正
統

性

に
依

存
す

る
と
考

え

る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ
は
国
際
規

範
か
ら
生

ず
る
義
務
、

よ
り
正
確

に
は
絶
対
的

な
法
的
義
務
と

は
区
別
さ
れ
る
相
対
的

な

道
義
的

・
政
治
的
義
務

に
着
目
し
た
考

え
で
あ

る
。
正
統
性
概
念
は
さ
ら
に
権

威
概
念
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
国
際

シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

「政
府

な
き

ガ

バ
ナ

ン
ス
」

の
議
論
を
深
め

て
い
く
た
め
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が

期
待

で
き

る
。
ま
た
、

こ
の
概
念

の
精
密
化

は
理
論
的

に
発
芽
状
態

に
あ

る
構

成
主
義

の
発
展

に
寄
与

す
る
と
思

わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
内
政
治
権
力

の
正
統
性

に
関
す
る
研
究

は
数
多
く
あ

る
も

の
の
、
国
際
規
範

の
正
統
性

の
問

題

は
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
体
系
的

に
研
究

さ
れ

て
こ
な
か

っ
た
。

そ
の
理
由
と
し

て
は
、
合
理
主
義
的

ア
プ

ロ
ー
チ
が
主
流
を
占
め

て
き
た
国
際
関
係
論

で
は
、

個
人

の
信
念

に
還
元
さ
れ
た
あ

い
ま

い
な
正
統
性
概
念
は
実

証
主
義
的

な
分
析

に
適
さ
な

い
と
考

え
ら
れ
て
き

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
稿

の
第

一
の
目
的

は
、
国
際
規
範

の
正
統
性

の
概
念
を
個
人

の
信
念

に
還

元
せ
ず

に
複
数

の
文
脈

で
捉
え
整

理
す

る
こ
と
に
よ
り
、
実
証
研
究

で
の
有
為

性
を
高

め
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
り
、
物
質
的
な
構
造
と
功
利

的
な
国
家

だ
け
で
な
く
、
観
念
的
な
構
造
と
意
味
解
釈
を
行
う
国
家
か
ら
な

る

国
際
社
会
を
分
析

の
射
程

に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
本
稿

で
は
、

こ
の
目
的

の
た
め

に
構
成
主
義

(内
省
主
義
)
的

ア
プ

ロ
ー
チ
す
な
わ
ち
規
範
や

制
度

に
対
す

る
政
策
形
成
者

の
内
省
を
重
視
す

る
解
釈
学
的

ア
プ

ロ
ー
チ
に
着

目
す

る
。
国
際
規
範
は
国
家

の
遵
守
を
必
ず
導
く
原
因

で
は
な
く
、
国
家

に
対

し
行
動

の
意
味
付
け
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

よ

っ
て
、

ま
ず
国
家

が
規
範

の
正

統
性
を

ど
の
よ
う

に
解
釈
し
た
か
が
重
要

と
な
る
。
た
だ
し
、
個

々
の
政
策
形

成
者

の
認
識
を
心
理
学
的
に
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
政
策
形
成
者

の
集
団
が

認
識
し

て
い
る
は
ず

の
道
義
的
観
点
、
科
学
的
見
解
、
国
際
法
、
国
際
政
治
状

況
か
ら
正
統
性
を
判
断
す
る
方
法
を
と
る
。
と

い
う
の
も
、
個
人

の
認
識
は
そ

う
し

た
文
脈

に
大
い
に
依
存

し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

本
稿

の
第
二

の
目
的
は
、
国
連
総
会
決
議

に
含
ま
れ
る
行
動
準
則
を
国
際
規

範
と
捉
え
、
そ

の
拘
束
力
を
政
治
的
正
統
性

の
概
念
か
ら
議
論
す
る

こ
と
で
あ

る
。
国
際
法
学
に
お
い
て
、
国
連
総
会
決
議

の
法
的
性
質
に

つ
い
て
は
さ
ま
ざ

ま
な
見
解
が
出
さ
れ
て
き

た
。
国
連
憲
章
は
総
会

で
採
択
さ
れ
る
決
議
に

「
勧

告
」

の
性
質

を
与

え
て
い
る
(
一
〇
条
)
。
伝
統
的

な
法
実
証
主
義
者

に
よ
れ
ば
、

総
会
決
議
は
、
財
政

(同

一
七
条
)
等
内
部
事
項

に
関
す
る
も

の
を
除
き
、
法
的

拘
束
力
が
な
い
。
し
か
し
、
法
的
拘
束
力

の
な
い
総
会
決
議

に
も
信
義
則

に
基

づ
き
考
慮
す
る
義
務
、
協
力
す
る
義
務
と

い

っ
た
法
的
効
果
が
あ
る
と
い
う
国

際
司
法
裁
判
所

の
勧
告
的
意
見
や
学
説
が
あ
る
。
ま
た
、
総
会
決
議
に
含
ま
れ

る
行
動
準
則

が
そ
の
決
議

に
先
行
す

る
現
行
法
規
則

の
宣
言

で
あ

っ
た
り
、
法
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規
範

の
生
成

に
貢
献
す
る
場
合
も
あ

る
こ
と

は
広
く
認
め
ら
れ

て
い
る
。

そ
こ

で
、
法
的
拘
束
力

の
あ
る
法
規
範

に
な
る
前

の
、
法
的
性
質
を
帯

び

つ
つ
あ
る

規
範

と

い
う
意
味

で
、
総
会
決
議
を

「
ソ
フ
ト

・
ロ
ー
」
と
呼

ぶ
こ
と
も
あ

る
.

他
方

、
決

議

の
法
的
効
果

で
は
な
く
、
説
得
力
と

い
う
政
治
的

あ
る
い
は
道
義

的
効
果

に
着
目
す
る
見
解
も
あ

る
。
し
か
し
、

こ
こ
で

「法
的
」
、
「
政
治
的
」
、

「
道
義
的
」

と

い
う
用
語

の
意
味

に

つ
い
て
合
意

が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。

本

稿

で
は
、
規
範

の
正
統
性
と

い
う
観
点
か
ら

こ
れ
ら
の
用
語
を
整
理
し
直
し
、

国
連
総
会
決
議

の
規
範
性
を
検
討
し

て
み
る
。

本
稿

で
は
、
ま
ず
、
国
際
規
範

の
正
統
性

の
概
念
を
道
義
的
、
科
学
的
、
法

的
及
び
政
治
的
文
脈

で
捉
え
る

こ
と
を
提

唱
す

る
。
次

に
、
そ

の
理
論
的
枠
組

み
を
使

っ
て
、
大
規
模
遠
洋
流

し
網
漁
業

(以
下
単

に
流
し
網
漁
業
)
の
禁
止

の

事
例
を
分
析
し

て
み
る
。
流

し
網
漁
業
禁
止
規
範

の
正
統
性
を
め
ぐ
り
、

日
米

は

一
九
八
九
年
か
ら

一
九
九

一
年

に
か
け
て
国
連
総
会

の
場

に
お

い
て
争

っ
た
。

特

に
そ

の
終
盤

で
は

こ
の
問
題

は
ウ
ル
グ

ア
イ

・
ラ
ウ
ン
ド
と
と
も
に
日
本
経

済
外
交

の
最
大

の
課
題

と
日
本
政
府
が

み
な
す

ほ
ど

に
な

っ
た
。
北
太
平
洋
流

し
網
漁

は
四
五
五
億
円

(
一
九
八
九
年
)
の
経
済
規
模
を
持
ち
、
お
よ
そ
乗
組
員

八
千
人

以
上

の
雇
用
を
生

み
出
し

て
い
た

こ
と
を
考

え
る
と
、

日
本

に
と

っ
て

流
し
網
禁
止
規
範

は
経
済
的

に
受
け
入
れ
難

い
規
範

で
あ

っ
た
は
ず

で
あ

る
。

ま

た
、

こ
の
事
例

で
は
ア
メ
リ
カ

の
日
本

に
対
す
る

一
方
的

な
経
済
制
裁

の
脅

し
は
現
実
的

で
は
な
か

っ
た

の
で
、
規
範
遵
守

に
関

し
現
実
主
義
的
な
説
明
を

と
る

こ
と
も

で
き

な
い
。
よ

っ
て
、
正
統
性

の
概
念
を
適
用
す

る
の
に
比
較
的

望
ま
し

い
事
例

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
次

に
、

こ
の
事
例
研
究
を
通
じ

て
着

目
さ
れ

る
政
治
的
正
統
性

の
観
点

か
ら
、
少
数
国

(三
ヵ

国
以
下
)
だ
け

で
国
連

総
会
決
議

に
反
対
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
と
の
仮
説
を
た
て
、
過
去
五
〇

年
間

の
実
際

の
投
票
結
果
と
比
較
す

る
。
最
後

に
、
合
理
主
義
と
構
成
主
義

の
両

ア

プ

ロ
ー
チ

の
相
互
補
完
性

に

つ
い
て
若
干
触
れ
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

一
 
正
統

性

の
複

合

的

概

念

国
際
規
範

に
関
す

る
正
統
性
概
念

の
比
較
的
最
近

の
先
行
研
究
と
し

て
は
、

英
米

を
中
心

に
数

は
少
な

い
も

の
の
、
道
徳
的
な
価
値

に
焦
点
を
当

て
る
国
際

政
治
学

と
法
手
続
き

に
焦
点
を
当

て
る
国
際
法
学
と
の
二

つ
の
系
統
が
あ
る
。

本

稿

で

は
、
国

内

政

治

権

力

の

正

統

性

に

関

す

る

ビ

ィ

ー

サ

ム

の
研
究

に
倣

い
、

こ
の
概
念

の
複
合
的
な
側
面

に
着
目
す
る
。

そ

し
て
、
道
義
的
正
統
性
と
法

的
正
統
性
だ
け

で
は
く
、
さ
ら
に
科
学
的
正
統
性

と
政
治
的
正
統
性
を
加
え
、
国
際
規
範

の
国
家
行
動

へ
の
影
響
を
分
析

す
る
枠

組

み
を
提
起
す
る
。

(1)
 

道
義
的
正
統
性

道
義
的
正
統
性
は
、
規
範
内
容
が
道
義
的
に
正
し

い
か
ど
う
か
を
問
題
と
す

る
。
道
義
的
正
統
性

に
着
目
す

る
こ
と
は
、
国
際
規
範

の
遵
守

の
理
由

に
道
義

的
義
務
感
を
挙

げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
道
義
的
正
統
性
の
研
究

に
は
主
観
的

ア
プ

ロ
ー

チ
と

間
主
観
的

ア
プ

ロ
ー
チ
が
あ
る
。
国
際

レ
ベ
ル
で
の
前
者

の
例
と
し

て
は

ハ
ー
ド

の
最
近

の
論
文

が
あ
る

が
、
そ
の
論
文

で
彼

は
あ

る
規
範

の
正
統
性
を

「
そ

の
規
範
は
守
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
行
為
者

の
信
念
」

と
定
義
し

て
い
る
。

こ
の
ウ

ェ
ー
バ
ー

流

の
定
義

は
、

正
統
性
を
正
統
性

の
信
念
と

い
い
か
え
て
い
る

に
過
ぎ

な
い
と
も

い
え
る
。

他
方
、

ウ
ィ
ン
チ

流

の
間
主
観
的
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ア
プ

ロ
ー

チ
を
と
る
ビ

ィ
ー
サ
ム
は
、
正
統
性
を
個
人

の
信
念

に
還
元

せ
ず
、

共
有
化
さ
れ
た
道
義
的
価
値
と

の
整
合
性

で
判
断

で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
の

ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
異
な

る
道
義
的
価
値
を
有

す
る
社
会

の
間

で
は
道
義

的
正

統
性

の
判

断

が
違

う

こ
と

に
な
る
。
な

お
、

ウ

ィ
リ

ア
ム
ズ

は
こ

の
間
主
観
的

ア
プ

ロ
ー
チ
を
国
際

関
係

に
応

用
し

て
い
る
が
、

正
統
性

の
多
面
的
側
面

に
は
関
心
を
払

っ
て
い
な
い
。
本
稿

で
は
、

ビ
ィ
ー
サ

ム
の
よ
う
に
、

こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
正
統
性

の
他

の
側
面

に
拡
大
す

る
。

(2)
 
科
学
的
正
統
性

科
学
的
正
統
性
は
、
規
範

内
容

が
科
学
的

に
妥
当

で
あ
る
か
ど
う
か

の
判
断

で
あ

る
。
規
範

の
規
制
対

象
と
な
る
行
動

が
そ
の
規
範

の
解
決
し
よ
う
と
し

て

い
る
問
題
と
科
学
的
に
無

関
係

な
場
合
、

そ
の
規
範

は
相
手

に
さ
れ
な
く
な
る

で
あ

ろ
う
。

例
え
ば
、

「地
球
温
暖
化

に
対
処
す
る
た
め
二
酸
化
炭
素
排
出
を

削
減
せ
よ
」
と
い
う
規
範
を
考

え
て
み
よ
う
。
仮

に
、
大

気
中

の
二
酸
化
炭
素

の
増
加
が
温
暖
化

を
招

い
て
い
る
と

い
う
因
果
関
係
が
科

学
的

に
認
め
ら
れ
な

か

っ
た
ら
、
そ

の
規
範

の
正
統
性

は
低

い
と
認
識
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

政
策
形
成
者

に
よ
る
科
学
的
正
統
性

の
判
断
に
お
い
て
は
、
高
度

に
専
門
的

な
助
言
を
必
要

と
す

る
た
め
、

「
知
識
共

同
体

」

が

一
定

の
役
割
を
果

た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
知
識
共
同
体

と
は
、
特
定

の
分
野

に
お
い

て
専
門
的
知
識
及
び
能
力
を
有
し
、
そ
の
分
野

の
政
策
形
成

に
お

い
て

権
威
的

な
助
言
を
す

る
専
門
家

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
の
こ
と

で
あ

る
。
科
学
的
知

識
は
国
境
を
越
え

や
す

い
こ
と
か
ら
、
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

で
あ
る
こ
と
も
多

い
。
専
門
家

と
し
て
の
観
点
か
ら
、
社
会

に
存
在
す
る
問

題
点
を
指
摘
し
、
そ

の
問
題
解
決

の
た
め
の
方
策
を
政
府

に
提
言
す
る
。
そ
し

て
、

こ
の
知
識
共
同
体

か
ら

の
情
報

が
政
策
形
成
者

の
正
統
性
判
断

の
重
要
な

決
め
手
と
な
る
。
要
す

る
に
、
国
際
規
範

の
科
学
的
正
統
性

は
、
知
識
共
同
体

か
ら
政
策
形
成
者

に
イ

ン
プ

ッ
ト
さ
れ

る
科
学
的
信
念
と
国
際
規
範

で
前
提
と

さ
れ

て
い
る
信
念
と

の
整
合
性
で
判
断
さ
れ
る
。

(3)
 
法
的

正
統
性

法
的
正
統
性
と

は
、
法
的
妥
当
性
す
な
わ
ち
合
法
性
を
意
味
す
る
。
国
内
政

治
権
力

の
正
統
性

で
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
が
合
法
的
支
配
を
正
統
な
支
配

の

一
類

型

と
し
た
し
、

「正
統
性

イ

コ
ー

ル
合
法
性
」
と
い
う
考
え
は

シ

ュ
ミ

ッ
ト

や
ル
ー

マ
ン

も
提
唱
し
て
い
る
。

国
際
規
範

の

法
的
正
統
性

は
、
あ
る
国
際
規
範

の
既
存

の
国
際
法

と
の
整
合
性
を
指
す
。
法

規
範
と
し

て
生
成
し
た
規
範

は
法
的
拘
束
力
を
有

し
、
国
家
は
そ
の
規
範
を
遵

守
す

る
法
的
義
務

を
負

う
。
し
か
し
、
国
際
機
関

の
勧
告
決
議
等
、
法
的
拘
束

力

の
な

い
社
会
規
範

で
あ

っ
て
も
、
合
法
的
な
手
続
き

に
よ
り
決
定
さ
れ
た
も

の
は
正
統
性
を
有
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
逆

に
、
国
際
法

に
明
ら
か

に

反
す
る
規
範
は
正
統
性
を
全
く
欠

い
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
側
面

に
焦
点
を
当

て
た
研
究
者
と
し
て
は
、

フ
ラ
ン
ク

が
代
表
的

で
あ
る
。
彼
は
、

ル
ー
ル
の
正
統
性
を

「
一
般
的

に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
正

し
い
手
続
き

の
原
則
に
し
た
が

っ
て
発
生
し
作

用
し

て

い
る
と
認
識

さ
れ

る
こ
と

に
よ
り
、
対
象
者

を
自

ら
遵

守

に
導

く
」

「
ル
ー
ル
の
属
性
」

と
定
義
し
て
い
る
。

彼

は
正
統
性

の
根
拠
を
国
際
共
同
体

の

ル
ー

ル
構
造

と

の
整
合
性

す
な
わ
ち
妥
当
性

に
置
く
。

フ
ラ
ン

ク
は
、

法
哲
学
者

ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

の
説

に
よ
り
な
が
ら
共
同

体

の
議
論
を
次

の
よ
う
に
展
開
す
る
。
国
際
共
同
体

は
国
家
間

の
秩
序

の
維
持
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と
他

の
共
通
目
標

の
達
成
を
目
的

と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な

ル
ー
ル
か
ら
な
る
構
造

を
持

つ
。

そ
の
ル
ー
ル
構
造
に
お
い
て
共
同
体

の

一
員
と
し

て
の
地
位

を
認
定

さ
れ
て
い
る
国
家

に
と

っ
て
、

同
じ
構
造

に
認
定

さ
れ
て
い
る
す

な
わ
ち
正
統
性
あ
る

ル
ー

ル
を
遵
守
す

る
こ
と

は
義
務

で
あ
る
。

そ
れ
は
ル
ー

ル
そ

の
も

の
に
同
意

し
た
こ
と

か
ら
生
じ

る
義
務

で
は
な
く
、
共
同
体

に

一
員

と
し

て
属

す

る

こ
と
か

ら
生

じ
る

一
地
位

に
基

づ
く
義

務

」
な

の
で
あ
る
。

ド
ゥ
オ
ー
キ

ン
自
身

は
こ
れ
を
結
合
義
務

と
呼
び
、

こ
の
観
点
か
ら
政
治
的
義
務

に
内
実
を
与

え
て
い
る
。

(4)
 

政
治
的

正
統
性

国
家

に
よ
り
表
明

さ
れ
た
同
意
も
正
統
性

の
根
拠

と
な
り
得

る
。
同
じ
法
手

続
き
を
経

た
決
議

で
あ

っ
て
も
、
必
要
最
低

限
の
票
数

で
採
択
さ
れ
た
決
議
よ

り
も
満
場

一
致

で
採
択
さ
れ
た
決
議

の
方

が
こ
の
意
味

で
の
正
統
性
が
高

い
と

い
え

る
。

メ
リ
ア
ム

が

「何

ら
か
の
形
態

の
同
意
を
通
し

て
表
現
さ
れ

た
、
多
く

の
人
々
あ
る
い
は
多
数
者

の
意
思
」
が
政
治
権
力

を
正

統
化
す
る
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
多
数
者

の
意
思

は
重
み
を
持

つ
。
政
権
政

党
は
決
し

て
全
国
民

に
よ

っ
て
支
持

さ
れ
た
わ
け

で
は
な

い
が
、
多
数

の
国
民

に
支

持
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
正
統
性
を
有
し

て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ

こ
で
注
目

し
た

い
の
は
、
自
国
が
同
意

を
与

え
て
い
な
く
と
も
自
国
が
属
す
る
国
際
共
同

体

に
お

い
て
他

の
多

く

の
国

が
支
持
し

て
い
る
と

い
う
事

実
か
ら
付
与

さ
れ
る

政
治
的

な
正
統
性

で
あ
る
。
確
か

に
主
権
国
家
は
他
国
の
意
思

に
従
属
す

る
必

要

は
な
い
が
、
多
数
国

の
意
思
が
国
際
共
同
体

の
意
思
と
し
て
擬
制

さ
れ
れ
ば
、

国
家

は
自
国

が
反
対

で
も
国
際
共
同
体

の

一
員
と
し

て
そ
の
意
思
を
考
慮
す

る

政
治
的
義
務
を
負
う
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
参
加
国
数
が
少
な
い
国
際
機
関

よ
り
も
ほ
ぼ
全

て

の
主
権
国
家
を
擁
す

る
国
際
機
関

で
採
択
さ
れ
た
決
議
の
方
が
よ
り
高

い
正
統

性
を
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か

で
も
、
国
連
総
会
が
国
際
共
同
体
を
最
も
体

現
し

て
い
る
国
際

機
関
と

し

て
注
目

で
き

る
。
三
〇
年

以
上
前
、
ク

ロ
ー

ド

は
、

国
連

(特

に
総
会
)
が
国
家

の
主
張
、

政
策
及
び
行
動
を
集

合
的

に
正
統
化

す
る
政
治
的
機
能

に
着
目
し

て

い
る
。

こ
の
研
究
を
本
稿
と

の
関
連

で
い
い
か
え
れ
ば
、
国
連
総
会
決
議
採
択

は
そ
の
決
議
文

に
含
ま
れ
る
国
際
規
範

の
制
度
化
を
進
め
、
そ
れ
に
高

い
正
統

性
を
与

え
る
こ
と

に
な
る
。

「
ひ
と
た
び
制
度
化
さ
れ
れ
ば
、

規
範

は
単
な
る

個
人

の
持

つ
選
好
、
価
値
や

ア
イ
デ

ィ
ア
を
表
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
な
る
。

制
度
化

さ
れ

た
規
範

は
全
体
的

に
共
有

さ
れ
行
為
者

に
と

っ
て
は
外
的
な
存
在

と
な
る
。
」

デ

ュ
ル
ケ

ム
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、
規
範
が

「社
会
的
事
実
」

と

な
る
。

な
お
、
決
議
採
択

に
よ
る
制
度
化

の
指
標
と
し

て
は
、
当
該
決
議
を
支

持
す

る
多
数
派

の
規
模
と
構
成
、
決
議

に
お
け
る
主
張

の
力
強

さ
、
同
種

の
決

議

の
採
択
回
数
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き

る
。

以
上
、
道
義
的
、
科
学
的
、
法
的
、
政
治
的
側
面
が
正
統
性

の
概
念

に
必
要

そ
う
な

こ
と
が
理
論
的

に
検
討

さ
れ

た
。
国
際
規
範

の
正
統
性

は
、
個
人

の
信

念

で
は
な
く
、
政
策
形
成
者

の
集
団
が
共

有
す

る
道
義
的
価
値
、
科
学
的
信
念
、

国
際

ル
ー
ル
及
び
規
範
制
度
化

の
程
度

の
認
識
を
基
準
に
判
定
さ
れ
る

「
相
対

的
属
性
」

で
あ
る
。
実
質
的
側
面

(決
議
内
容
)
を
重
視
す
る
道
義
的

・
科
学
的

正
統
性
は
道
義
的
義
務

に
対
応
し
、
形
式
的
側
面

(決
議
採
択
過
程
)
を
重
視
す

る
法
的

・
政
治
的
正
統
性

は
政
治
的
義
務

に
対
応
す
る
。
後
者
は
国
際
共
同
体
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の

一
員
と
し

て
の
義
務

で
あ
り
、

か
か
る
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
国
際
規
範
は
、

国
家
を
国
際
共
同
体

の
内

あ
る
い
は
外

に
位
置
付
け
る
行
動
基
準

と
な
る
。

つ

ま
り
、
構
成
主
義

が
着
目
す

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

(再
)構
成

す
る
規
範
と

な
る
。
他
方

、
道
義
的
価
値
観

の
多
様
な
国
際
共

同
体

の
な
か
で
は
、
道
義
的

義
務
を
伴
う
規
範

は
国
際
共
同
体

の
な
か

で
の
サ
ブ

・
グ

ル
ー
プ
の

ア
イ
デ

ン

テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す

る
こ
と

に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
道
義
的
、
科
学
的
、
法
的
及
び
政

治
的
側
面

は
国
際
規
範

の
正

統
性
に
と
り
網
羅
的

で
あ

る
わ
け

で
は
な
い
し
、

ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
厳
密

に
相

互
排

除
的

で
も
な
い
。
し
か
し
、
取
り
敢
え
ず
、

以
下
、
流

し
網
漁
業
問
題

の

事
例

を
使

っ
て
こ
の
正
統
性
概
念

の
枠
組

み
を
検
討

し
て
み
る
こ
と

に
す

る
。

二
 

事

例

分

析

-流

し

網
漁

業

禁

止

規

範

日
本

の
水
産
業

の
場
合
、

こ
の
漁
法

は
北
太
平
洋

で
は

ア
カ
イ
カ
漁
に

一
九

七
九
年
か
ら
、
ま
た
、
南
太
平
洋

で
は
ビ

ン
ナ
ガ

マ
グ

ロ
漁

に

一
九
八
二
年

か

ら
使
わ
れ

て
き
た
。
流
し
網
漁

の
政
治
問
題
化
は
、
ま
ず
、
北
太
平
洋
流

し
網

漁
が

ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
河
川

に
戻

る
は
ず

の
サ
ケ
を
許
容

量
以
上

に
混
穫

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
そ
れ

ら
の
国

の
漁
民
が
疑

い
始
め
た

こ
と
か
ら
始

ま

る
。

ア
メ
リ
カ
は

一
九
八
七
年
か
ら

日
本
、
台
湾
、
韓

国
と
北
太
平
洋
流
し

網
漁

の
監
視
と
規
制

に
関
し

て
交
渉
を
始
め
た
。

こ
の
交
渉

は
合
意

に
到

り
規

制

の
強
化
が
図
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
対
象
魚

の
マ
グ

ロ
が
急
騰

し
た
た
め
、
北

太
平
洋

の
流

し
網
漁
船

の

一
部
が
操
業
時
期

の
重

な
ら
な
い
南
太
平
洋

の
ビ
ン

ナ
ガ

マ
グ

ロ
漁

に
進
出
し
た
。

こ
れ

に
よ
り
、
南
太
平
洋
流
し
網
漁

の
漁
船
が

一
九
八
八
-
八
九
年

の
漁
期

に

一
挙
に
四
倍
以
上
に
急
増
し
、
流
し
網
漁
業

は

南
太
平
洋

で
も
政
治
問
題
化
し
た
。
こ
の
漁
法
は
水
産
資
源
の
密
度

の
薄
い
公

海

で
使
用
す
る
た
め
網

の
長
さ
が
五
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
こ
と
も
あ

っ

た
。
そ

の
た
め
海
洋
生
態
系

に

「容
認
し
得
な
い
影
響
」
が
あ

る
の
で
は
な
い

か
と

の
憂
慮

も
加

わ
り
、
地
球
環
境
問
題

に
対
す

る
認
識

が
高
ま

っ
て
い
た

一

九
八
〇
年
代
末
、
す
ぐ

に
地
域
的

な
漁
業
問
題
か
ら
世
界
的
な
環
境
問
題

へ
と

発
展
し
た
の
で
あ

る
。

一
九
八
九
年

に
ア
メ
リ
カ
が
南
太
平
洋
流

し
網
漁
業

の
即
時
停
止

と

一
九
九

一
年
六
月

三
〇

日
を
期
限
と
す
る
全
世
界
的

な
停
止
を
求
め

る
決
議
案
を
国
連

総
会
第

二
委
員
会

へ
提
出
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本

は
対
抗
決
議
案
を
提
出

し
、
国
連
史
上
初
め

て
日
米

の
決
議
案
が
あ

い
争
う
こ
と

に
な

っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
決
議
が
採
択

さ
れ
る
前

に
日
本
側
が
折

れ
、
南
太
平
洋

で
の
停
止

の

期
限
を

一
九
九

一
年
七

月

一
日
ま

で
遅
ら
せ
る
と
の
譲
歩
と
引
き
換
え

に
日
本

は
賛
成

に
回

っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、

一
九
八
九
年
一

二
月

に
決
議

四
四
/
二
二

五
が

コ
ン
セ
ン
サ

ス
採
択

さ
れ
、
翌
年
も
再
確
認
の
た
め

の
決
議
四
五
/

一
九

七
が
採
択
さ
れ
た
。
し

か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
日
本
が
全
世
界
的
な
流
し
網
漁

業
禁
止
を
無
条
件

に
受

け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
の
決
議
四
四
/
二
二

五

は
、
「
当
該
地
域

に
お

け
る
大
規
模
遠
洋
流
し
網
操
業

の
容
認
し
得
な

い
影

響

の
防
止

及
び
同
地
域

の
海
洋
生
物
資
源

の
保
存

の
確
保
を
目
的
と
す
る
効
果

的
な
保
存

・
管
理
措
置
が
と
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
地
域

に

つ
い
て
は
、

モ

ラ
ト
リ

ア
ム
は
実
施
さ
れ
る

こ
と
は
な
」
い
と
し

て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
世
界

的
な

モ
ラ
ト
リ
ア
ム
(
一
時
停
止
)
を
導
入
す
る
と
し

て
い
た
期
限
直
前

の

一
九

九

一
年
末

に
開
か
れ
た
国
連
総
会

で
は
再

び
ア
メ
リ
カ
と

日
本
は
対
抗
す
る
決



129 国際規範の正統性と国連総会決議

議
案
を
提
出

し
た
。
し
か
し
、
日
本

は
完
全

に
孤
立
し
結
局
二
年
前
と
同
様

に

ア
メ
リ
カ
案

に
沿

っ
た
決
議
四
六

/
二

一
五

の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
採
択
に
同
調
す

る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

(1)
 

道
義
的
正
統
性

環
境
倫
理

の
分
野

で
は
、
野
生
生
物

の
保
護

に
関
し
二

つ
の
主
要

な
価
値

が

議
論

さ
れ

て
き
た
。
ひ
と

つ
は
生
物
資
源

の
持
続
的
利
用

の
た
め
種

が
絶
滅
し

な

い
よ
う
保

護
す

る
と

の

「
保
全
」

価
値

と
、
も

う
ひ
と

つ
は
動
物

の
権

利
や
福
祉
を
尊
重
す
る
と

い
う
立
場

か
ら
個

々
の
動
物
を
保
護

し

て
い
く
と

の

「保
存
」

価
値

で
あ
る
。
現
実

に
は
、
前
者

は
国
際
共
同
体

に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
が
、
後
者

に

つ
い
て
は
国
際
機

関

で
公
式

に
認
定

さ
れ

る
ま

で
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
流
し

網
漁
業

で
真

に
問
題
と
さ
れ
た

の
は
後
者

の
価
値

の
方

で
あ

っ
た
と

い
え
る
。

つ
ま
り
、
流
し
網
漁
業
を
め
ぐ
る
真

の
問
題

は
流
し
網
漁

の
海
洋
生
態
系

へ
の

悪
影
響
が
あ

る
か
な

い
か

で
は
な
か

っ
た
。

そ
れ

は
、
海
洋
哺
乳
動
物
や
海
亀

や
海

鳥

の
混
穫

に
よ
る
死
亡

と
い
う
問
題

で
あ

っ
た
。

流

し
網
漁
業
禁
止
を
支
持
す

る
国
際
的
言
説

で
は

「
高
度

に
無

差
別
か

つ
無

駄

の
多

い
漁
法
」

(国
連
総
会
決
議

四
四
/
二
二
五
)
と

い
う
点

が
強
調

さ
れ
た
。

特

に
イ

ル
カ

の
混
穫

が
問
題

に
な

っ
た
。
国
際
捕
鯨
委
員
会

も

一
九
九

一
年

に

流
し
網

に
よ
る
イ

ル
カ
の
混
穫

の
問
題
を
討
議
し

て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
政
府

は

イ
ル
カ
を
混
穫

し
て
い
る
内
外

の
漁
業

に
対
し
何

ら
か
の
有
効
的

な
措
置
を
と

る
よ

う
環
境
保
護
団
体

や
動
物
愛
護
団
体
か
ら
常

に
圧
力
を

受
け

て
い
た
。
イ

ル
カ

は
鯨
と
同
様

に
欧
米
諸
国

で
は
多

く

の
人

々
の
間

で
動
物
愛
護
及
び
環
境

保
護

の
シ

ン
ボ
ル
と
な

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

流
し
網
漁
業
禁
止
規
範

は
海
洋
生
物

の
「
保
存
」

の
価
値
を
前
提
と
し
て
い

た
。
他
方
、
日
本
少

な
く
と
も
日
本
政
府

・
水
産
業
界
は
そ
の
よ
う
な
価
値
を

共
有
し

て
い
な
か

っ
た
。

日
本
政
府

は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
流
し
網

漁
業
即
時
禁
止

の
主
張

は
混
穫

さ
れ

た
生
物

の
数

に
焦
点
を
当

て
て
い
る
が
、

問
題
な

の
は
混
穫
数

で
は
な
く
、
混
穫
さ
れ
る
種

の
全
体
資
源
量
に
対
す
る
混

穫

の
比
率

で
あ
る
。
数

で
は
な
く
割
合
が
混
穫

の
及
ぼ
す
影
響

の
正
確
な
指
標

と
な

る
。
」
海
洋
生
物
資
源

の
有
効

利
用
を
図
り
た
い
日
本
政
府

・
水
産
業
界

に
と

っ
て
、
野
生
生
物

の
混
穫
は
生
態
系
に
悪
影
響
を
与
え
な

い
限

り
許
容
さ

れ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

(2)
 
科
学
的

正
統
性

表
面
的

な
科
学
的
言
説

で
は
生
物
資
源

の
持
続
的
利
用
を
認
め
る
「
保
全
」

原
則

が
基
準

に
な

っ
た
。
他
方

の
動
物
愛
護
的
な

「保
存
」
原
則

は
科
学
的
議

論

に
な
じ
ま
な

い
だ
け

で
な
く
、
国
際
共
同
体

一
般

に
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
な

い
と

い
う
事
情
も
あ

っ
た
。
一
九
八
九
年

の
国
連
総
会
流
し
網
漁
業
決
議

は
、

「大
規

模
遠

洋
流

し
網
漁
業

の
影
響

に
関

す
る
利
用
可
能

な
最
善

の
科

学
的

デ
ー
タ

の
検
討

を
継
続
し
、

一
九
九

一
年
六
月
三
〇

日
迄

に
そ

の
再
検
討
を

行

っ
た
上

で
、
必
要

と
さ
れ
る
規
制
及
び
監
視

の
た
め

の
次

の
段
階

の
協
力
措

置

に
合
意
す
る
よ
う
勧
告
」
し

た
。

こ
の
勧
告
を
受
け

て
、

一
九
九

一
年
六
月

に
、
日
本

、

ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
、
韓
国
、
台
湾

の
科
学
者
が
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ

テ
ィ
シ

ュ

・
コ
ロ
ン
ビ

ア
の
シ
ド

ニ
ー
に
集
ま
り
、
「利

用
可
能
な
最
善

の
科

学
的
デ
ー
タ
」
を
検
討
し
た
。
そ

の
結
果
、
科
学
者
は
漁
獲

の
対
象

と
な
る

ア

カ
イ
カ
資
源

に
悪
影
響
が
あ
る
と
は
結
論
付

け
な
か

っ
た
。
た
だ
し
、
流
し
網

に
反
対
す

る
国

の
漁
民
は

ア
カ
イ
カ
に
関
心
が
な
か

っ
た
の
で
、
そ
も
そ
も

ア
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カ
イ
カ

へ
の
影
響

は
政
治
的

に
は
問
題

と
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
問
題
と
さ
れ

た
の
は
、
漁
獲

の
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
種

の
混
穫

に
よ
り
死
亡
す
る
個
体
数

の
多

さ
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
会
議

で
は
、
流
し
網
が
混
穫
さ
れ

た
生
物

の
種
全
体

に
対
し

て
悪
影

響
が
あ
る
と
も
あ

る
い
は
な

い
と
も
結
論
付

け
ら
れ
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

科
学
的
不
確
実
性
が
高

い
場
合
、
政
策
判
断

は
道
義
的
価
値
観

に
大
き
く
影

響

さ
れ
る
。

日
米
両
国
に
と

っ
て
、

シ
ド

ニ
ー
会
議

の
レ
ポ

ー
ト
が
流
し
網
漁

業

の
影
響

に
関
す
る
当
時

最
も
信
頼

し
う
る
報
告
書

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
両

国

は
そ
の
科
学
的
分
析

の
解
釈

に

つ
い
て
は
正
反
対

の
立
場
を
と

っ
た
の
で
あ

る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
流
し
網
漁

が
悪
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
な

い
と
は
科
学
的

に

証
明

で
き

て
い
な

い
の
だ
か
ら
、
流
し
網
漁

は
中
止
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
と
の

立
場
を
と

っ
た
0
他
方
、

日
本

の
主
張

は
、

シ
ド

ニ
ー
会
議

の
結
論

で
は
流
し

網
漁
業

が
海
洋
生
物

に
受
け
入

れ
難

い
影
響

を
及
ぼ

し
て

い
る
と

は
な
ら
な

か

っ
た

の
だ
か
ら
、
流
し
網

の
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
導
入

に
反
対

で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
0
日
本

は
科
学
的
正
統
性
を
欠

い
て
い
る
点

を
強
調

し
て
流
し
網

漁
業
禁
止
に
反
対

し
た
。
他
方
、

こ
の
問
題

に
利
害

を
持

た
な
い
、
大
多
数

の

他
国
は
、
保
存
原
則

に
同
調
し

て
い
な
く
と
も
、

こ
の
保
全
原
則

に
基
づ
く
科

学
的
言
説

に
よ
り
流
し
網
禁
止
規
範

に
同
調
す
る

こ
と
が
で
き

た
の
で
は
な

い

か
と
思
わ
れ
る
。

(3)
 
法
的

正
統
性

国
連
総
会
決
議

に
と
り
ま
ず
国
連
憲
章

の
目
的
及
び
原
則
と

の
整
合
性
が
重

要

で
あ
る
が
、
本
件

で
は
そ

の
憲
章
を
海
洋
分
野

で
具
体
化
し
た
国
連
海
洋
法

条
約
が
重
要

で
あ

る
。

一
九
八
九
年
の
国
連
総
会
決
議

四
四
/
二
二
五
が

「
国

連
海
洋
法
条
約

に
定
め
ら
れ

て
い
る
関
連
諸
原
則
を
想
起
」
し

て
い
る
と
お
り
、

国
連
海
洋
法
条
約

は
当
時
ま
だ
発
効
し

て
い
な
か

っ
た
が
、
漁
業
関
連
部
分
な

ど

一
部
慣
習
法
化
し

て
い
た
。

同
条
約

は
伝
統
的
な
公
海
漁
業
自
由
原
則
を
修
正
し
て
い
る
。
同
条
約
第

一

一
六
条

(
b
)
に
よ
る
と
、

ス
ト
ラ
ド
リ

ン
グ

・
ス
ト

ッ
ク
、
高
度
回
遊
性
魚
種
、

海
産
哺
乳
動
物
、
溯
河
性
資
源
、
降
下
性
魚
種

の
漁
獲

に

つ
い
て
は
、
公
海

だ

け

に
と
ど
ま
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
、
公
海

に
お
け
る
漁
業

の
自
由

は
沿
岸
国

の
権
利
、
義
務
及
び
利
益

に
よ

っ
て
あ
る
程
度
制
限

さ
れ
る
。
ち
な
み

に
南
太

平
洋
流
し
網
漁
業

の
標
的

で
あ

る
マ
グ

ロ
は
高
度
回
遊
性
魚
種

で
あ
り
、
混
穫

が
心
配
さ
れ
た
サ
ケ
や
イ
ル
カ
は
そ
れ
ぞ
れ
溯
河
性
資
源
、
海
産
哺
乳
動
物

で

あ

る
。

こ
の
点

か
ら
、

あ
る
程
度

の
公
海
流
し
網
規
制
は
許
容

さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
公
海

に
お
け
る
生
物
資
源
の
保
全

に

つ
い
て
最
も
具
体
的

に
規
定

し

て
い
る
国
連
海
洋
法
条
約
第

一
一
九
条

一
項
を
厳
格

に
解
釈
す
れ
ば
、

国
連
海
洋
法
条
約

だ
け
で
直
ち

に
特
定
漁
具

の
使
用
を
規
制

で
は
な
く
禁
止
す

る

こ
と
ま

で
は
で
き

な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
条
項
に
よ
れ
ば
、
締
約
国
は
、

漁
獲
さ
れ
る
魚
種

に

つ
い
て
は

「最
大
持
続
生
産
量
を
実
現
す
る

こ
と
の
で
き

る
水
準

に
」

そ
の

「
資
源
量
を
維
持
し
ま
た
は
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

措
置
」
を
と

る
、
ま
た
、
漁
獲
さ
れ

る
魚
種

に
関
連
し
ま
た
は
依
存
す

る
魚
種

に

つ
い
て
は
そ

の
資

源
量

に
与

え
る

「
影
響
を
考
慮
す

る
」
以
上

の
義
務

を

負

っ
て
い
な

い
か
ら

で
あ
る
。

他
方
、
国
連
海
洋
法
条
約

に
お
け
る
保
全
す
る
義
務
、
協
力
す
る
義
務
及
び

交
渉
す

る
義
務

は
原
則
と
し
て
当
時
す
で
に
確
立
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で

き

る
。

日
本
政
府
と
し

て
も
、
流
し
網
漁

の
も
た
ら
す
資
源
量

へ
の
影
響
評
価
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に
国
際
協
力

す
る
義
務
、
科
学
的

デ
ー
タ
に
基
づ
き
交
渉
す

る
義
務
を
受
け
入

れ
て
い
た
。
規
制
内
容

は
交
渉

の
結
果
決

ま
る
も

の
で
法
的

に
は
解
決

で
き
な

か

っ
た
た
め
、

こ
の
事
例

で
は
既
存

の
国
際
法
と

の
整
合
性
は
問
題
と
さ
れ
な

か

っ
た
。

た
だ

し
、

日
本
側
と
し

て
は
流

し
網
禁
止
と

い
う
結
論

に

一
挙

に
進

ん
で
し
ま

っ
た

プ

ロ
セ
ス
に
は
か
な
り
抵
抗
が
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

(4)
 

政
治
的
正
統
性

流
し
網
漁
業
禁
止
規
範

は
、
早
急

な
決
議
採
択

で
あ

っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九
九

一
年
末
ま

で
に
は
国
際
共
同
体

で
制
度
化
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が

で
き

る
。
国
連
総
会
は

一
九
八
九
年
以
来
三
年

に
わ
た
り
流
し
網
漁
業
決
議
を

コ
ン

セ
ン
サ

ス
で
採
択

し
た
。

ま
た
、

そ
の
間

に
南
太
平
洋

フ
ォ
ー
ラ
ム
や
国
際
捕

鯨
委
員
会
等

の
国
際
機
関

は
最
初

の
国
連
決
議
に
対

す
る
支
持
を
表
明
し
た
。

さ
ら
に

一
九
九

一
年
五
月

に
は
南
太
平
洋
流
し
網
漁
業
禁
止
条
約

の
効
力
が
発

生
し

た
。

な
か
で
も
流
し
網
禁
止
規
範

の
制
度
化

に
決
定
的

で
あ

っ
た

の
は
、

最
後

の
国
連
決
議
す
な
わ
ち

一
九
九

一
年

一
二
月

に
国
連
総
会

で
「
す

べ
て
の

大
規
模
遠
洋
流

し
網
漁
業

に
対
す
る
世
界
的

な
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
」
を

「
す

べ
て

の
国
際
共
同
体

の
構
成
員

に
対
し

て
」

「要
請
」

す

る
決
議
が

コ
ン
セ

ン
サ

ス

で
採
択
さ
れ

た
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
決
議
が
仮

に
日
本

が
反
対

し
続
け

て
も
国
連
総
会

で
圧
倒
的
多
数

の
賛

成

に
よ
り
採
択
さ
れ
る
こ
と
が
確
実

に
な

っ
た
時
点

で
、
日
本

は
流
し
網
禁
止

を
受
け
入
れ
た
。

一
九
九

一
年

一
一
月
二
六

日
の
閣
議

の
後

で
、

田
名
部
匡
省

農
林
水
産

大
臣
は
国
際
社
会

に
お
け

る
日
本

の
立
場
を
考
慮

し
流

し
網
禁
止
を

受

け
入

れ
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
と
発
言
し

て
い
る
。
翌

日
に
は
、

日
本
国
連
代

表
部
臨
時
代

理
大
使

の
瀬
崎
克
巳

は
国
連
総
会
第

二
委
員
会

で
次

の
と
お
り

の

発
言
を
し

て
い
る
。

【
日
本
政
府
は
】

科
学
的
分
析

の
解
釈

の
問
題
を
脇
に
置
き
、

特

に
国
連

加
盟
国

に
よ

っ
て
表
明

さ
れ
た
憂
慮
及
び
漁
業

に
生
計
を
依
存
し
て
い
る

者

の
福
利

の
た
め
に
そ

の
決
議

に
賛
成
す

る
こ
と

に
し
た
。
【
日
本

の
】

代
表
団
は
科
学
的
分
析

の
重
要
性
を
信
じ
続
け

て
い
る
が
、
同
時

に
国
連

に
よ

っ
て
推

し
進
め
ら
れ

て
い
る
国
際
協
力
を
重
要
視
し

て
い
る
。
ゆ
え

に
、
ど
の
よ
う
な
合
意

で
あ
れ
国
連

で
の
合
意
に
は
で
き
る
限

り
従
う

つ

も
り
で
あ

る
。

日
本
が
反
対

し

て
も
国

連
総
会

で
圧

倒
的
多
数

で
決
議

が
通

れ
ば
、

日
本

は

「
国
際

共
同
体

の
構
成
員
」
と
し

て
流

し
網
禁
止
規
範
を
無
視
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
く

な
る
。
ど
う
せ
規
範

を
受

け
入
れ
ざ
る
を
得
な

い
の
な
ら
、
規
範
が

制
度
化
す

る
以
前

に
原
則
賛
成

に
立
場
を
変
え
、
で
き

る
だ
け
譲
歩
を
引
き
出

し
て
お
く

の
が
得
策

で
あ
る
。

そ
う
判
断
し

て
、
日
本
は
流
し
網

モ
ラ
ト
リ
ア

ム
の
開
始
を

一
九
九
二
年
六
月

三
〇

日
か
ら
半
年
間
遅
ら
せ
る
譲
歩
と
引
き
換

え
に
同
決
議

の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
採
択

に
加
わ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ

る
。

三
 

正
統

性

と
国

連

総

会

決

議

以
上

の
限
ら
れ
た
事
例
か
ら

い
え
る

こ
と
は
、
現
代
の
国
際

シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
、
特

に
国
際
法
が
発
展
途
上

で
、
科
学
的
、
道
義
的
な
合
意
が
不
十
分
な

分
野

で
は
、
正
統
性

の
政
治
的
側
面
が
重
要
と

い
う
こ
と

で
あ
る
。

そ
し

て
こ

の
意
味

で
、
国
際
共
同
体

の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
国
連
総
会
が
注
目
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
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本
稿

の
議
論

か
ら
は
、
圧
倒
的
多
数

で
採
択
さ
れ
そ
う
な
国
連
総
会
決
議
は

政
治
的
正
統
性

が
非
常

に
高
く
、
ご
く
少
数

国
だ
け
で
反
対
す

る
の
は
困
難

で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
論

で
き
る
。

つ
ま
り
、
通
常
、
決
議
は

コ
ン
セ
ン
サ

ス
か
あ
る
い
は
比
較
的
多
数

の
反
対

国
を
含

む
投
票

で
決
議
さ
れ
る

こ
と
が
予

想

さ
れ
る
。

マ
リ

ン
ー
ボ

ッ
シ

ュ

の
研
究

に
よ
れ
ば
、

一
九

四
六
年
か
ら

の
五
〇

年

の
間

に
採
択

さ
れ
た

一
万
八

一
五
本

の
決
議

の
内
、

七
八

一
八
本

(約
七
二
%
)
の
決
議

で
は

コ
ン
セ
ン
サ
ス
採
択
か
投
票

が
あ

っ
て

も
反
対
票
が
投
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
他
方
、
一
三

四
八
本

(約

一
二
%
)
の
決
議

で
そ
れ
ぞ
れ

一
票

か
ら
三
票

の
反
対
票

が
、

さ
ら

に
そ
の
う
ち

の
五

五
八
本

(約
五
%
)
の
決
議

で
そ
れ
ぞ
れ

一
票

の
反
対
票
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
結

果
か
ら

い
え
る

こ
と
は
、
本
稿

の
政
治
的
正
統
性

の
議
論

か
ら
す
れ
ば
意
外
と

多

く

の
決
議

で

一
力
国

の
み
あ

る

い
は
少

数
国

の
み

の
反
対
票

(す
な

わ
ち

「
国
際
共
同
体

の

一
般
意
志
」

へ
の
反
対
票
)
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
以
下

の
五
点

に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
第

一
に
、
決
議
投
票

の

際
、
反
対
票

が
ど
の
く
ら

い
集
ま
る

の
か
わ
か
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
第
二

に
、
決
議

の
採
択

で
は
反
対
し
た
国
が
そ

の
結

果
を
検
討
し
た
後
、
政
治
的

正

統
性
か
ら
そ
の
決
議
を
遵
守
す
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
も
あ

る
。
第
三

に
、

す

で
に
指
摘

し
た
と

お
り
、
決

議

に
基

づ
く
規
範

の
政
治
的

正
統
性

は
、
賛
成

票

・
反
対
票

の
規
模
だ
け

で
決

ま
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
他

に
も
、
棄
権
票

の
規
模
、
賛
成
国

・
反
対
国

の
構
成
、
決
議

の
文
面

の
力
強
さ
、
採
択
回
数
等

に
よ
り
違

い
が
出

て
く
る
。
第

四
に
、
す

べ
て
の
決
議
が
規
範
成
立

に
結
び

つ

く
わ
け

で
は
な

い
こ
と
に
も
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
国
連
総
会
決
議

に
は
、

予
算

に
関
す
る
決
議
等
内
部
事
項
的
な
決
議
も
あ
れ
ば
、
国
連
加
盟
国
す

べ
て

(国
際
共
同
体

一
般
)
に
妥
当
す
る
決
議
も
あ
り
、
前
者

の
タ
イ
プ
で
は
国
際
規

範
創
出

に
は

つ
な
が
ら
な

い
。

第
五

に
、
米
国
か
ら

の
票

だ
け

で
、

一
票
か
ら
三
票

の
反
対
票

の
内
約
三一

%
を
、

一
票

の
反
対
票
だ
け
に
限

っ
て
い
え
ば
約
三
八
%
を
占

め
て
い
る
。
最

近

の
例
と
し

て
は
、
米

国
に
よ
る
キ

ュ
ー
バ

へ
の
経
済
制
裁
を
非
難
す
る
総
会

決
議

(
一
九
九
二
年

か
ら
九
八
年
ま

で
毎
年
採
択
)
が
あ
る
が
、
一

九
九
八
年

の

投
票

で
は
、
反
対
票

は
二
票

(米
国
、

イ
ス
ラ
エ
ル
)
の
み

で
あ

っ
た
。
他
方
、

日
本
が
単
独

あ
る
い
は
他

の
一
ヵ
国
と
反
対
し
た
こ
と
は
な
く
、
他
の
二

ヶ
国

と
反
対

し
た
こ
と
は

一
回
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
米
国

の
反
対
す
る
決
議

は
制
度

化

の
程
度

が
低

い
、
す
な
わ
ち
正
統
性
が
低
い
と

い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
日
米

の
差

は
両
国

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
違

い
か
ら
も
来
る
の
で
は
な

い
か
。
国
際
共
同
体

の

一
員
と
い
う
意
識
を
強
く
持

つ
日
本

に
比

べ
、
西
側

の

リ
ー
ダ
ー
、
冷
戦
後
は
世
界

の
リ
ー
ダ

ー
と
い
う
意
識
を
米
国
が
強

く
持

つ
か

ら

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら

の
点

の
分
析
は
今
後

の
研
究
課
題

で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿

は
、
国
際
規
範

の
多
面
的
な
正
統
性
概
念

の
な
か

で
も
特

に
政
治
的
正

統
性

の
観
点
か
ら
、
国
連
総
会

の
有
す
る
規
範
の
設
定
機
能
に
着
目
し
た
。
国

際
規
範
は
決
議
採
択

を
通
じ

て
制
度
化

さ
れ
る
ほ
ど
正
統
性
す
な
わ
ち
拘
束
力

を
増
す
。
し
か
し
、

か
か

る
規
範

は
国
家
行
動
を
拘
束
す
る
だ
け

で
は
な
く
正

統
化
も
行
う
。
例

え
ば
、

日
本
政
府
が
流
し
網
漁
業
禁
止

の
受
入
れ
に
関
し
国

内

の
業
界
や
国
民
を
説
得
す
る

の
に
国
連
総
会
決
議

の
正
統
性
を
利
用
で
き
た

こ
と
が
想
起

さ
れ

る
。
ま
た
、
正
統
性

の
高

い
規
範
は
、

そ
れ

に
従

わ
な

い
国
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の
行
動

に
対

し
て
他
国
が
批
判
や
経
済
制
裁

と
い

っ
た
言
動
を
と

る
こ
と
を
正

統
化

す

る
根

拠

と
も
な
る
。

こ
の
意

味

で
、
義
務

は
社

会
的
圧

力
や
制
裁

と

い

っ
た
功
利
主
義
的
要
因

に
よ

っ
て
も
担
保

さ
れ
得

る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
際
共
同
体

の

一
員
と
し

て
の
義
務
感

は
国
際
共
同
体

に
属
す
る

こ
と
か
ら

得
ら
れ
る
長
期
的
利
益
認
識

と
表
裏

一
体

で
あ

る
。
た
だ
し
、

こ
の
場
合

の
利

益
と
は
現
実
的

に
取
捨
選
択
可
能

な
も

の
で
は
な
く
、
功
利
主
義

の
い
う
費
用

対
効

果

の
計
算

の
対
象

に
な
る
も

の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
共

同
体
内

で
享
受
し

得
る
他

の
利
益

の
前
提

と
な
る
も

の
で
あ

る
。
ま
た
、
義
務
感

か
ら
派
生
す

る

行
為

は
、
そ

の
結
果
で
は
な
く
行
為

そ
の
も

の
が
意
味

を
持

ち
、

ウ

ェ
ー
バ
ー

の
い
う
目
的
合
理
的
行
為

で
な
く
価
値
合
理
的
行
為

で
あ
る
。

こ
こ
に
目
的
合

理
性

の
み
を
対

象
と
す

る
合
理
主
義
的

ア
プ

ロ
ー
チ
が
義
務
概
念
を
扱
わ
な

い

理
由

が
あ
る
。

し
か
し

な
が
ら
、
国
際
規
範

の
政
治
的
正
統
化

の
過
程
を
分
析
す
る

に
は
合

理
主
義
的

ア
プ

ロ
ー
チ
と
構
成
主
義
的

ア
プ

ロ
ー
チ
を
相
互
補
完
的

に
用

い
る

必
要

が
あ
る
。
国
家

に
よ

る
政
治
的
行
為

(共

同
体

に
お

い
て
さ
ま
ざ

ま
な

ア

ク
タ

ー
が
自
己
利
益
を
追
求
す
る
競
争

の
な
か
で
他
者
を
説
得
し
多
数
者

の
支

持
を
獲
得

し

て
い
く
営
み
す
な
わ
ち
目
的
合

理
的

行
為
)
と
国
家

に
対
す

る
政

治

的
義
務

(自

ら
が

一
員
と
し

て
属
す

る
共
同
体

に
お
け
る
多
数
者

の
同
意
を

根
拠

と
す

る
権

威
的
決
定

に
よ
る
拘
束
)
の
狭
間

で
国
際
規
範

の
正
統
性
が
成

り
立

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
規
範

は
正
統
性
を
求

め
る
国
家

に
よ

っ
て

意
図
的

に
構
成

さ
れ
得

る

一
方
、
正
統
性

の
高

い
規
範

は
国
家
を
拘
束
し
た
り
、

国
際
共
同
体

の
構
成
員
と
し

て
の
国
家

ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
を
再
構
成
し
た
り

す

る
。

こ
こ
に
正
統
性
を
め
ぐ
る
主
体
と
構
造

の
相
互
規
定
関
係
が
み
ら
れ
る

の
で
あ

る
。

(1
)
 
規
範
は
分
析
上
法
規
範
と
社
会
規
範
と
に
区
別

で
き
る
が
、
本
稿

で
は
後

者

に
力
点
が
置
か
れ
る
。
規
範

の
詳
細
な
概
念
規
定

に
つ
い
て
は
、

及
び
中
村
晃
紀

「法
と
事
実
」
大
橋
智
之
輔
編

『法
哲
学
綱

要
』
青
林
書
院
、

一
九
九
〇
年
、
二
五
-
四
六
頁
参
照
。

(
2
)

(3
)

(4
)
 
モ
ー
ゲ

ン
ソ
ー
、
現
代
平
和
研
究
会
編
訳

『
国
際
政
治

権
力
と
平

和
』
福
村
出
版
、

一
九
八
六
年
、
三
五
〇
頁
。

(5
)

(
6
)

(7
)
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(8
)

(
9
)

(10
)
 
二

つ
の

ア
プ

ロ
ー
チ

に

つ
い

て
は
、

参

照
。

(11
)
 
藤
田
久

一
『
国
際
法
講
義

(
一
)
-

国
家

・
国
際
社
会
』
東
京
大
学
出
版

会
、

一
九
九
二
年
、
四
七
-
五
〇
頁
。

(12
)
 
こ
の
漁
業
は

「浮
き
と
お
も
り
に
よ
り
ほ
ぼ
鉛
直

に
保
持
さ
れ
る

一
枚
ま

た
は
複
数

の
連
結
さ
れ
た
網
を
用
い
る
漁
法

で
、
海
面
ま
た
は
海
中

に
網
を
流

す
こ
と
に
よ
り
魚
を
網
目
に
絡
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
国
連
総
会
流
し

網
漁
業
決
議
四
四
/
二
二
五
前
文
。
以
下
同
様
に
、
国
連
総
会
流
し
網
漁
業
決

議
に
つ
い
て
は
、
地
球
環
境
法
研
究
会
編

『
地
球
環
境
条
約
集
』
中
央
法
規
、

一
九
九
三
年
、
二
四
四
-
二
四
六
頁
を
参
照
し
た
。

(13
)
 
『読
売
新
聞
』
(
一
九
九

一
年

一
一
月
五
日
)
、
二
頁
。

(
14
)
 
水
産
年
鑑
編
集
委
員
会
編

『水
産
年
鑑
』
水
産
社
、

一
九
九
三
年
、
二
九

四

・
三
〇
〇
頁
。

外
務
省
経
済
局
漁
業
室

「公
海
流
し
網
漁
業
問
題
」

(
一
九

九
二
年
六
月

一
八
日
)。

(15
)
 
一
九
九
二
年
の
リ
オ
宣
言
第

一
二
条
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
国

の
管
轄
外

の
環
境
問
題
を
理
由
と
す
る

一
方
的
な
制
裁
の
実
施
は
困
難

に
な

っ

て
き
て
い
る
。

(16
)
 
同
じ
観
点
か
ら
の
調
査
捕
鯨
や
象
牙
輸
入
問
題
に
関
す
る
事
例
研
究
に

つ

い
て
は
、

参

照
。

(17
)

(18
)

社
会
科
学

で
は
、
法
学
の
よ
う
に
法
的
妥
当

性
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
し
、
哲
学
の
よ
う
に
正
し
さ
や
善

の
非
歴
史
的
で

普
遍
的
な
基
準
を
打
ち
立

て
る
必
要
も
な
い
。
あ
る
状
況
に
お
け
る
正
統
性
を

調
べ
る
の
で
あ
る
。

(
19
)

(20
)

(21
)
 
M

・
ウ

ェ
ー

バ
ー
、
世
良

晃
志
郎

訳

『支

配

の
社
会

学
Ⅰ

』
創

文
社
、

一

九

六
〇

年

。

C

・
シ

ュ
ミ

ッ
ト
、
田
中

浩

・
原

田

武
雄

訳

『合

法

性

と
正
当

性
』

未
来

社
、

一
九
八

三
年
。

N

・
ル
ー

マ
ン
、

今
井
弘

道
訳

『
手

続
き
を

通

し

て

の
正

統
化
』

風
行
社

、

一
九

九
〇

年

。

(22
)

(23
)

(24
)
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(25
)

政
治
哲
学
者
に
よ
る
類
似
の
議
論
に
つ
い
て
は
、

参

照
。

(26
)

(27
)
 
C

・
E

・
メ
リ

ア
ム
、
斎
藤

真

・
有
賀

弘
訳

『
政
治
権

力

(上

)
-

そ
の

構
造

と
技

術
』

東
京

大
学
出

版
会

、
一

九

七

三
年
、

一
六

五
頁
。

(28
)

(29
)
 
コ

ヘ
イ

ン
は
、
制

度
化

の
三

つ
の
側

面
す

な
わ
ち

共
有

性
、
特

定
性

、
自

律
性

を
挙

げ

て

い
る
。

(
30
)

(31
)
 
デ

ュ
ル
ケ
ム
、
宮
島
喬
訳

『社
会
学
的
方
法

の
基
準
』
岩
波
書
店
、

一
九

七
八
年
、
第

一
章
。

(32
)

(33
)
 
例

え
ば

、

参

照
。

(34
)

(35
)

(36
)

(
37
)

(38
)
 
『
日
本
経
済
新
聞
』

(
一
九
八
九
年

一
一
月
四
日
)、

一
頁
。

(39
)
 
『
日
本
経
済
新
聞
』

(
一
九
八
九
年

一
二
月

一
二
日
、
夕
刊
)、

二
頁
。
南

太
平
洋

の
流
し
網
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
賀
衛
「
公
海
漁
業

に
対
す
る

一
方
的

措
置

"
捕
鯨

・
流
し
網
漁
の
禁
止
を
め
ぐ
っ
て
」
『西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
』

第
二
五
巻
第
四
号
(
一
九
九
三
年
三
月
)、
二
-
六
頁
参
照
。

(40
)

(41
)
 
同
決
議
に
は

「
ま
た
、
実
施
さ
れ
た
場
合
で
あ

っ
て
も
解
除
さ
れ
得
る
」

と
あ
る
が
、

一
九
九

一
年
決
議

に
は
そ
の
よ
う
な
文
言
が
見
受
け
ら
れ
な
い
。

要
す
る
に
モ
ラ
ト
リ

ア
ム
と
い
う
よ
り
は
禁
止

に
等
し
か

っ
た
と

い
え
る
。

(42
)

な

お
、

一
九
九
〇

年

時
点

で
は

日
本

の
他

に
も
台

湾
、
韓

国
、

イ

タ
リ

ア
及

び

ス

ペ
イ

ン
が
太
平
洋

、

イ

ン
ド
洋
、
南

極
海
、

地

中
海

で
流

し
網
漁

を
行

っ
て
い
た
。

(
43
)

(44
)
 
シ
ン
ガ
ー
は
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義

に
基
づ
き
動
物
の
苦
痛
か
ら
の
解
放

を
主
張
す
る
。
ま
た
、
リ
ー
ガ

ン
は

一
歳
以
上
の
哺
乳
類
は
知
的
能
力
と
い
う

「固
有

の
価
値
」

を
有
す
る
が
ゆ
え

「
尊
重
さ
れ
た
扱
い

に

つ
き
等
し
い
権
利
」
を
持

つ
と
し
て
い
る
。
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(
45
)

(
46
)
 
例
え
ば
、

一
九
九
〇
年
代
初
頭
、
イ
ル
カ
を

一
定
基
準
以
上

に
混
穫
し

て

い
た
メ
キ
シ
コ
等
の
南
米
諸
国
に
よ
る
キ

ハ
ダ

マ
グ

ロ
巻
網
漁
業

の
問
題
で
、

環
境
保
護
団
体
は
海
産
哺
乳
動
物
保
護
法
を
発
動
し
当
該
諸
国
か
ら
の
キ

ハ
ダ

マ
グ

ロ
の
輸
入
を
禁
止
す
る
よ
う
、
同
法

の
発
動
に
消
極
的
な

ア
メ
リ
カ
政
府

を
相
手

に
提
訴
し
、
連
邦
地
方
裁
判
所
及
び
連
邦
控
訴
裁
判
所
で
勝
訴
し
て
い

る
。
外
務
省
経
済
局
漁
業
室

「
環
境
と
漁
業
問
題

(改
訂
版
)
」

(
一
九
九
二
年

一
二
月
三
日
)
、

一
頁
。

(47
)

(48
)
 
水
産
庁

『
漁
業
白
書
-

平
成
三
年
度
』
農
林
統
計
協
会
、

一
九
九
二
年
、

一
二
七
頁
。

(49
)
 
こ
の
科
学
的
デ
ー
タ
は
、
日
本
、
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ
の
間

で
取
り
決
め

ら
れ
た
監
視
及
び
取
締

の
枠
組
み
の
下
で
乗
船
し
て
い
る
監
視
員
に
よ

っ
て
集

め
ら
れ
た
。

(50
)

(51
)
 
『朝

日
新
聞
』

(
一
九
九

一
年

一
〇
月

一
八
日
)
、

一
一
頁
。

(52
)

(53
)
 
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
西
海
岸

の
漁
民
が
心
配
し
て
い
た
北
太
平
洋

の
サ

ケ
資
源
に
つ
い
て
は
流
し
網
漁
が
生
物
学
的
な
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
の
結
論
に
到

っ
て
い
る
。

(54
)

(55
)

(56
)

(57
)

(58
)

(59
)
 
一
九
九
四
年

一
一
月

に
正
式

に
効
力
が
発
生
し
た
。

一
九
九
六
年
六
月

に

批
准
し
た
日
本
に
対
し
て
は
、
七
月
二
〇
日
か
ら
発
効
し
た
。

(60
)

(61
)

関
連
条
項
と
し
て
、
国
連
海
洋
法
条
約
第

一
一
七

・
一
一
八
条
参
照
。

(
62
)
 
水
産
庁
職
員
と
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
、

一
九
九
九
年
六
月
二
二
日
。

(63
)
 
な
お
、
現
在
ま
で
流
し
網
漁
業
禁
止
規
範
は
よ
く
遵
守
さ
れ
て
お
り
、
今

日
で
は
国
際
慣
習
法

(法
規
範
)
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(64
)
 
『
日
本

経
済
新

聞
』

(
一
九

九

一
年

一

一
月

二
六

日
、

夕
刊
)
、

一
頁

。

(65
)

(66
)

(67
)

(68
)

(69
)

(70
)
 
マ
ッ
ク
ス

・
ヴ

ェ
ー
バ
ー
、
清
水
幾
太
郎
訳

『社
会
学
の
根
本
概
念
』
岩

波
文
庫
、
四
〇
頁
。

(71
)
 
佐

々
木
毅

『政
治
学
講
義
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
、

一
〇
〇

頁
。

(み
や
お
か
 
い
さ
お
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
)



reinforced and challenged by those of power legitimacy, which determine

the political processes of intervention.

This thesis also puts forward a procedure-oriented assessment of the

international legitimacy of humanitarian intervention. As a result of

ethical legitimacy being strengthened, humanitarian intervention has

become permissible at the level of principles, while the legitimacy of inter-

vention tends to be more frequently determined by procedural issues-the

political process of decision-making, the procedure of intervention and its

effectiveness.

International Norm Legitimacy and

United Nations General Assembly

Resolutions: A Case Study of the

Ban on Large-scale Pelagic

Driftnet Fishing

MIYAOKA Isao

This article first addresses the complex concept of norm legitimacy. For

the question why states comply with international norms, neorealism

attributes compliance to the unilateral imposition or threat of military and
economic sanctions, while neoliberalism focuses on norms' economic

functions of, for example, reducing transaction costs. These rationalistic

approaches contrast with a reflective approach in which the concept of
norm legitimacy serves as a measure of how strongly norms pull states to

voluntary compliance without depending on force or self-interests. In this

article, drawing on Beetham's work, I advocate that the concept of norm
legitimacy be understood in the intersubjective contexts of ethical values,

scientific views, legal validity, and consent by a majority of states in the

international community.
Under an analytical framework of ethical, scientific, legal, and political

legitimacy, this article then examines Japan's response to an international

prohibitionary norm against large-scale pelagic driftnet fishing during the

-13-



period from 1989 to 1991. First, Japan did not see the norm ethically
legitimate. On the one hand Japan embraced the conservation value that
allowed catching creatures sustainably that did not face extinction or
threat of extinction. On the other hand the prohibitionary norm reflected
the preservation value that called for the maximum protection of marine
mammals and sea birds. Second, Japan publicly contested the scientific
legitimacy of the global driftnet moratorium. Scientific uncertainty
allowed Japan and the United States to take opposing interpretations.
Third, Japan did not contest the legal legitimacy of the norm, which
emerged out of the Law of the Sea regime, since there were no specific

provisions for or against the ban on fishing gear. Fourth, Japan decided to
comply with the norm in late 1991 when it became certain that the United
Nations General Assembly (UNGA) would adopt a resolution by a large
majority to recommend the cessation of high seas driftnet fishing.

This article also briefly pays attention to the normative force of United
Nations General Assembly (UNGA) resolutions. From the above limited
case study, it could be argued that political legitimacy is an important
factor in norm compliance when there is neither ethical, scientific nor
legal agreement with regard to the legitimacy of the norm in question. In
this sense, the UNGA is a global forum to generate the "general will" of
the international community. One of the possible propositions withdrawn
from the above case study is that a state will not vote against a UNGA
resolution if it finds no or only a few other countries will do so. According

to Marin-Bosch'es research on votes in the UNGA, however, one to three
negative votes were cast in the twelve per cent of the resolutions adopted
between 1946 and 1996. This article briefly tries to explain this anomaly.

Finally, this article concludes by pointing out that states and norms
affect and even constitute each other. States tries to institutionalize inter-
national norms at an international organization for a political purpose:
legitimizing their own behaviors and delegitimizing those of other states.
On the other hand, international norms, once institutionalized in the inter-
national community, affect state behavior by reminding policymakers of a
sense of political obligation as a member of the community. A norm, after
its institutionalization, also becomes a constitutive norm: a standard of
behavior to locate states "in" or "out of" the international community.
Taking this view, I regard the rationalistic and the reflective approaches
to international relations as complementary rather than alternative.

-14-


